
 

 

 

東北地方太平洋沖地震に係る広報対応について 

県が収集した地震に係る情報は、次のとおり、広聴広報課から県民の皆さんはじめ、

県外の皆さんにお知らせしていますので、お知らせします。 

 

１ 広報媒体 

 （１）Ｗｅｂ 

・県公式ＨＰ、携帯版ＨＰ、メルマガ、モバイルメルマガ 

・広聴広報課ｔｗｉｔｔｅｒ 

・広聴広報課Ｆａｃｅｂｏｏｋ 

 （２）掲示  県庁県民室 

（３）その他 報道機関へ依頼、県政広報他 

 

２ 広報内容 

岩手県災害対策本部が出す情報及び報道機関に対する情報提供資料として寄せら

れる情報等、随時集めた情報をお知らせしています。 

現在問い合わせが多い「避難者情報（市町村・避難所毎の避難者リスト、死亡者リ

スト）」、「ライフライン情報」等については、情報が少なく十分な対応ができていな

い状況です。 

 

３ 当面の窓口対応（県民室） 

県に寄せられた情報を提供する他、皆様からの問い合わせに対応します。 

（１）開設日時 月曜日～金曜日 午前 8：30～午後 10：00 

         土日・祝祭日  午前 8：30～午後６：00 

（２）場所 県庁 1 階県民室（〒020-8570 盛岡市内丸 10-1 電話 019-629-6911） 

   （電話は大変混み合いますので、Ｗｅｂを利用できる環境にある方は、できるだけＷｅｂを活 

用して情報を入手して下さい。） 

 

 

 

 【担当：広聴広報課 四戸（内 5280）】 

 

平 成 23 年 3 月 14 日 

秘 書 広 報 室 


